
平成３０年

第２回市議会定例会 議案第２０号

専決処分の報告について

函館市税条例の一部を改正する条例を地方自治法第１７９条第１項の

規定により，平成３０年３月３１日次のとおり専決したので，議会の承

認を求める。

平成３０年６月１日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市税条例の一部を改正する条例

函館市税条例（昭和２５年函館市条例第２１号）の一部を次のように

改正する。

第３４条第７項中「第１０条の２の１０」を「第１０条の２の１２」

に改める。

附則第８条の４の見出し中「者が」を「者等が」に改め，同条第２項

各号列記以外の部分中「第１２条第２６項」を「第１２条第１７項」に

改め，同条第３項各号列記以外の部分中「第７条第９項各号」を「第７

条第８項各号」に改め，同項第４号中「第１２条第３０項」を「第１２

条第２１項」に改め，同項第６号中「第１２条第３１項」を「第１２条

第２２項」に改め，同条第４項各号列記以外の部分中「第７条第１０項

各号」を「第７条第９項各号」に改め，同項第５号中「第１２条第３８

項」を「第１２条第２９項」に改め，同条第５項各号列記以外の部分中

「第７条第１１項各号」を「第７条第１０項各号」に改め，同条第６項

各号列記以外の部分中「第７条第１２項各号」を「第７条第１１項各号」

に改め，同項第５号中「第１２条第３８項」を「第１２条第２９項」に

改め，同条第７項各号列記以外の部分中「第７条第１４項」を「第７条

第１３項」に，「第１２条第２６項」を「第１２条第１７項」に改め，

同項第５号中「第７条第１４項」を「第７条第１３項」に改め，同条に

次の１項を加える。



８ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について，同

項の規定の適用を受けようとする者は，同項に規定する利便性等向上

改修工事が完了した日から３月以内に，次に掲げる事項を記載した申

告書に高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規

則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する

通知書の写しおよび主として劇場，音楽堂等の活性化に関する法律（

平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の

用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。

(1) 納税義務者の住所，氏名または名称および個人番号または法人番

号（個人番号または法人番号を有しない者にあつては，住所および

氏名または名称）

(2) 家屋の所在，家屋番号，種類，構造および床面積

(3) 家屋が高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行令（平成１８年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇場も

しくは演芸場または同条第４号に規定する集会場もしくは公会堂の

いずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日および登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告

書を提出する場合には，３月以内に提出することができなかつた理

由

附則第９条の見出しを「（平成３１年度または平成３２年度における

土地の価格の特例）」に改め，同条第１項中「平成２８年度分または平

成２９年度分」を「平成３１年度分または平成３２年度分」に改め，同

条第２項中「平成２８年度適用土地または平成２８年度類似適用土地」

を「平成３１年度適用土地または平成３１年度類似適用土地」に，「平

成２９年度分」を「平成３２年度分」に改める。

附則第１０条の見出しおよび同条第１項中「平成２７年度から平成29

年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め，同条第２



項および第３項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に，「にあつては」を「には」に改め，同

条第４項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に，「当該課税標準額」を「前年度分の固定資産

税の課税標準額」に改め，同条第５項中「平成２７年度から平成２９年

度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。

附則第１２条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度

まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。

附則第１７条の見出しおよび同条第１項中「平成２７年度から平成29

年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め，同条第２

項および第３項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に，「にあつては」を「には」に改め，同

条第４項および第５項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平

成３０年度から平成３２年度まで」に改める。

附則第１８条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度

まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。

附則第２０条中「地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律

第２号）附則第１８条」を「地方税法等の一部を改正する法律（平成30

年法律第３号）附則第２２条」に，「平成２７年度から平成２９年度ま

で」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第２条 改正後の函館市税条例（以下「新条例」という。）の規定中固

定資産税に関する部分は，平成３０年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用し，平成２９年度分までの固定資産税については，なお従

前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第３条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は，平成３０年度以後



の年度分の都市計画税について適用し，平成２９年度分までの都市計

画税については，なお従前の例による。


